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院
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員
木
村
太
郎
君
提
出
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
事
業
推
進
特
別
対
策
事
業
の
充
実
・
拡
充
に
関
す
る
質
問
に
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す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

日
本
原
燃
株
式
会
社
再
処
理
事
業
所
再
処
理
施
設
を
含
む
青
森
県
内
の
原
子
力
発
電
施
設
等
の
設
置
及
び
運
転
の
円
滑
化

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
施
設
等
の
所
在
市
町
村
及
び
周
辺
市
町
村
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
の
市
町
村
に
対
し
、
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
交
付
規
則
（
平
成
十
九
年
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
二
号
。

以
下
「
交
付
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に
規
定
す
る
交
付
金
を
、
青
森
県
を
通
じ
て
間
接
交
付
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

当
該
施
設
等
の
設
置
及
び
運
転
の
円
滑
化
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
発
電
用
施
設
等
が
多
数
設
置
さ
れ
、
県
内
の
発
電
電
力
量
が
消
費
電
力
量
を
相
当
程
度
上
回
り
余
剰
分
を
他
県
等

に
移
出
し
て
い
る
青
森
県
に
対
し
て
は
、
当
該
施
設
等
の
設
置
及
び
運
転
に
対
す
る
同
県
の
理
解
を
得
る
観
点
か
ら
、
交
付

規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
交
付
金
を
交
付
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
県
の
判
断
の
下
、
交
付
規
則
第
三
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
活
用
す
る
た
め
、
御
指
摘
の
「
二
十
五
市
町
村
」
を
含
む
県
内
の
市
町
村
に
対
し
て
間
接
交
付
す

る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
電
気
の
供
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
給
付
金
の
交

一



付
を
含
め
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
閣
議
決

定
）
に
あ
る
と
お
り
、
「
中
長
期
に
ブ
レ
な
い
」
確
固
た
る
国
家
戦
略
と
し
て
、
引
き
続
き
、
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
が
、

政
府
と
し
て
の
方
針
で
あ
り
、
そ
の
推
進
に
不
可
欠
で
あ
る
地
元
の
理
解
と
協
力
を
得
る
べ
く
、
今
後
と
も
取
組
を
進
め
て

ま
い
り
た
い
。

二


